
 

                           

 

 

 

社会でおこる消費者トラブルは様々ですが、最近、消費生活センタ

ーに多く寄せられているインターネット購入に関連した相談をご紹介

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行：大津市消費生活センター（大津市浜大津四丁目 1-1 明日都浜大津４階 電話：077-528-2662） 

「お試し」「１回だけ」のつもりが 

定期購入だった‼ 
    

スマホで、健康サプリメント「今ならキャンペーンで、 

初回限定 980円！」の広告を見てお試しで申込んだ。 

しかし、再び、同じ商品が３個届き、 

今度は 30,000円の請求書が入っていた。 

慌ててサイトをよく見ると、小さな字で、 

「３回購入が条件の『定期購入』です。」 

と書かれていたが、見落としていた。 

～ご相談・お問い合わせ～ 

大津市消費生活センター０７７-５２８-２６６２ 
相談時間：平日午前９時から午後５時まで（電話・来所での相談となります） 

消費者ホットライン１８８（い・や・や） 
お住まいの自治体の消費生活センターや相談窓口をご案内します。 

 

●注文する前に「定期購入」が条件になっていないか、

細かい文字もよく確認しましょう。 
 

●ネット購入など通信販売にクーリング・オフはありま

せん。 
 

●困ったときは消費生活センター等へご相談ください。 

消費生活センターからアドバイス 

No.158（2023年3月号） 相談時間：月曜日～金曜日 9時～17時 土日祝日・年末年始休館 



 
 

 

 

 

『特殊詐欺！～私たちはだまされない～』 
大津市と滋賀県警は協力して１月 14日(土)に特殊 

詐欺防止のための講座を開催しました。 

滋賀県警が、特殊詐欺の発生状況や対策を説明。 

消費者問題啓発協力員は、実際の手口を啓発劇として上演しました！ 

大津市消費者問題啓発協力員の活動 《協力員募集中‼》 

 

 

 

 


